
〇山口県警察の通訳業務に関する要綱 

 

令和３年２月８日 

山口刑企第５４号 

山口警務第５８号 

山口生企第８２号 

山口交企第５７号 

山口備公第１８号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、外国語の通訳人の指定、運用等に関して必要な事項を定めるも

のとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 通訳等 外国語の通訳及び翻訳をいう。 

 ⑵ 部内通訳人 第７条の規定により警察本部長（以下「本部長」という。）が指定

した警部補以下の階級にある警察官又は係長の職以下の職にある警察官以外の

職員をいう。 

⑶ 部外通訳人 第１２条第１項の規定により本部長が委嘱した山口県警察職員

（以下「警察職員」という。）以外の者をいう。 

⑷ 通訳人 部内通訳人及び部外通訳人をいう。 

（通訳センターの設置） 

第３条 刑事部刑事企画課（以下「刑事企画課」という。）に、山口県警察通訳センタ

ー（以下「通訳センター」という。）を置く。 

２ 通訳センターに運用責任者を置き、刑事企画課長をもって充てる。 

（通訳センターの任務） 

第４条 通訳センターの任務は、次に掲げるものとする。 

⑴ 部内通訳人の推薦、指定、解除等に関すること。 

⑵ 部外通訳人の推薦、委嘱、解嘱等に関すること。 

⑶ 通訳人の運用に関すること。 

（通訳人の任務） 

第５条 通訳人は、事案を処理する所属長からの要請に基づき、捜査その他の警察活

動における通訳等を行うことを任務とする。 

（部内通訳人の推薦） 

第６条 所属長は、所属の警部補以下の階級にある警察官又は係長の職以下の職にあ

る警察官以外の職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者を部内通訳人に推薦

するものとする。 

 ⑴ 国際警察センター語学研修科を修了した者 



⑵ 実用英語技能検定２級以上を取得した者又はこれと同程度の語学力を有する者 

 ⑶ 警察庁主催の外国語技能検定に合格した者 

⑷ その他通訳等が可能と認められる者 

２ 前項の規定による推薦は、部内通訳人推薦書（別記第１号様式）を本部長に提出

することにより行うものとする。 

（部内通訳人の指定） 

第７条 本部長は、前条の規定により推薦された者について、部内通訳人として適格

性を有すると認めたときは、部内通訳人に指定するものとする。 

（部内通訳人の解除） 

第８条 所属長は、病気その他の事情により部内通訳人の指定を解除する必要がある

と認めたときは、本部長に申請するものとする。 

２ 前項の申請は、部内通訳人解除申請書（別記第２号様式）により行うものとする。 

３ 本部長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、部内通訳人の指

定を解除するものとする。 

４ 部内通訳人が、警部（相当職を含む。）に昇任したときは、部内通訳人の指定が解

除されたものとみなす。 

（部内通訳人の異動） 

第９条 所属長は、部内通訳人が人事異動により転入したときは、部内通訳人転入報

告書（別記第３号様式）により本部長に報告するものとする。 

（部内通訳人の通知） 

第１０条 運用責任者は、第７条の規定による指定、第８条第３項の規定による解除

及び前条の規定による異動を確認したときは、所属長に通知するものとする。 

２ 前項の規定による通知は、部内通訳人名簿（別記第４号様式）により行うものと

する。 

（部外通訳人の推薦） 

第１１条 所属長は、警察職員以外の者で、次のいずれにも該当する者を部外通訳人

に推薦するものとする。 

 ⑴ 通訳等について豊富な経験、知識等を有する者 

 ⑵ 人格及び行動について社会的信望を有する者 

 ⑶ 警察の業務について理解があり、協力が得られる者 

 ⑷ 活動を通じて知り得た秘密を漏らさない者 

２ 前項の規定による推薦は、部外通訳人推薦書（別記第５号様式）を本部長に提出

することにより行うものとする。 

（部外通訳人の委嘱） 

第１２条 本部長は、前条の規定により推薦された者について、部外通訳人として適

格性を有すると認めたときは、部外通訳人に委嘱するものとする。 

２ 本部長は、部外通訳人に委嘱状（別記第６号様式）を交付するものとする。 

３ 本部長は、第１項の規定に基づく委嘱に際し、部外通訳人から誓約書（別記第７



号様式）を徴するものとする。 

（部外通訳人の委嘱期間） 

第１３条 部外通訳人の委嘱期間は、原則２年とし、再委嘱することができる。 

（部外通訳人の解嘱） 

第１４条 運用責任者は、部外通訳人が次の各号のいずれかに該当することとなった

ときは、これを本部長に報告するものとする。 

⑴ 辞意を表明したとき 

⑵ 心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認めたとき 

⑶ 部外通訳人としての職務を怠ったとき 

⑷ 部外通訳人としてふさわしくない非行があったとき 

⑸ その他任務を遂行するに適さない理由が生じたとき 

２ 本部長は、前項の報告を受け、解嘱することが相当であると認めたときは、部外

通訳人を解嘱するものとする。 

３ 運用責任者は、前項の規定により部外通訳人の解嘱がなされたときは、当該部外

通訳人に対し、その旨を通知するものとする。ただし、部外通訳人が転居、連絡先

を変更するなどして、連絡が取れなくなったときはこの限りでない。 

（部外通訳人の通知） 

第１５条 運用責任者は、第１２条の規定による委嘱及び前条第２項の規定による解

嘱がなされたときは、所属長に通知するものとする。 

２ 前項の規定による通知は、部外通訳人名簿（別記第８号様式）により行うものと

する。 

（謝金及び旅費の支給） 

第１６条 部外通訳人に対する謝金及び旅費については、別に定めるものとする。 

（災害補償） 

第１７条 部外通訳人の公務上の災害に対する補償については、「県議会の議員その

他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例」（昭和４２年山口県条例第３８号）

の適用を受けるものとする。 

（通訳人の要請） 

第１８条 所属長は、通訳人の通訳等を必要とするときは、原則として所属の部内通

訳人を運用するものとする。 

２ 前項の規定により所属において通訳等ができないときは、警察本部の事案を主管

する課の長と連絡を緊密にした上、本部長に通訳等を要請するものとする。ただし、

執務時間外においては、刑事当直の当直主任（山口県警察の当直に関する訓令（平

成１６年山口県警察本部訓令第３４号）第２０条第２項に規定する刑事当直の当直

主任をいう。以下同じ。）に報告し、当該報告を受けた刑事当直の当直主任は、運用

責任者に報告するものとする。 

３ 前項の規定による要請は、通訳人要請書（別記第９号様式）により行うものとす

る。ただし、急を要するときは、口頭、電話等により報告し、事後速やかに通訳人



要請書を送付するものとする。 

（通訳人の運用） 

第１９条 本部長は、前条第２項の規定による要請を受けたときは、運用責任者に命

じて派遣する通訳人を決定させるものとする。 

２ 本部長は、前項に規定する決定を受けたときは、関係所属長に対して通訳人の派

遣を命ずるものとする。 

（通訳人以外の運用） 

第２０条 本部長は、通訳人による通訳等ができないときは、運用責任者に命じて通

訳人以外の者に通訳等を要請させるものとする。 

２ 次条の規定は、前項の通訳人以外の者について準用する。 

３ 第１６条の規定は、第１項の通訳人以外の者のうち部外の者について準用する。 

（報告） 

第２１条 所属長は、通訳人の運用を終了後、速やかに通訳等処理結果報告書（別記

第１０号様式）により、その結果を本部長に報告するものとする。 

（教養） 

第２２条 所属長は、所属の部内通訳人を警察庁又は警察本部の主催する語学に関す

る研修、入校等に積極的に参加させ、その語学能力の維持向上に努めるものとする。 

２ 所属長は、通訳人を運用する場合は、事前に当該通訳人に対して、刑事手続、通

訳時の留意事項等について教養し、適正な捜査を推進するものとする。 

 （その他） 

第２３条 この要綱に定めるもののほか、山口県警察通訳センター及び通訳人の運用

について必要な事項は、別に定める。  

   


